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図表 2-8 改善前後の歯当たりの差異の比較（左：改善前、右：改善後） 

 

 以上の結果を整理すれば、改善前の段取りに

おいては調整部のセット作業、部品の交換作業

において個人差や部品の差異により歯当り検

査において歯当りの差異があらわれる。この歯

当りを調整し規格内にしていく工程にノウハ

ウが必要で、このノウハウを習得するのに多く

の経験や熟練が必要となる。改善後の機械にお

いては、作業者による歯当りに差異がほとんど

見られず、段取り直後の試し切り 1 回目で規格

内の「歯当たり出し」を達成しており、「個人

差」および「品質」の両面からきわめて満足の

いく結果を得られた。 

 

（2）工程分析調査 

 高年作業者が「過去に段取作業の経験がある

ものの、しばらく実務から離れていた人が雇用

延長に際して再度、段取作業を行えるか」を検

証するため、新たに作業者Ａ（段取経験 25 年

であるが実務から離れて 10 年経過）の協力を

得て効果測定を 3 名に対し行った。改善前後の

負荷指数を比較した結果を図表 2-9 に示す。姿

勢評価点、重量評価点、搬送距離評価点および

これらから算出される負荷指数は、改善前後で

作業者に依存せず、同一の評価結果値となった。

同じ内容の段取工程を行った場合の作業者の

差異が現れるのは、作業時間のみであった。 

 

 

表 2-9 製品Ｐの改善前後の負荷指数比較 

作業者 姿勢評価点 重量評価点 搬送距離評価点 負荷指数 

作業者Ａ 改善後 65 27 38 125 

改善前 119 41 55 282 
作業者Ｂ 

改善後 65 27 38 125 

改善前 119 41 55 282 
作業者Ｃ 

改善後 65 27 38 125 
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 以上の結果から、改善前後のデータがある作

業者Ｂ、Ｃの改善前後の負荷指数を比べれば、

282 から 125 へと約 55％低下した。このことか

ら、基本的な作業負荷は本改善活動によってか

なり低減することができたと評価できる。 

（3）工程技能調査 

 改善後工程の作業手順では、試切りは 1 度

（段取作業を行った後、試切り結果に基づく微

調整のステップがない）のみで要求仕様を満足

できる結果となった。具体的には改善後の「歯

当たり出し」では、実際には 1 度の試し切りを

行い、試切り品が要求水準を満足しているかど

うかの歯当たり確認検査を行うのみである。以

上のことから得られた知見を次に整理する。 

・「歯当たり出し」という勘と経験に依存し、

技術を身につけるのに数年（4 年から 10 年

程度）以上必要な作業に対して、ＮＣとＩＴ

を活用することによって「過去に段取作業の

経験のある作業者」という条件のもとではあ

るが、きわめて短期の教育訓練によって品質

要求を満足する段取作業を行うことを可能

にした。 

・「歯当たり出し」といういわゆる作業ノウハ

ウはＮＣとＩＴのサポートによって、きわめ

て簡略化された形に置き換えることができ

たものの、「歯切盤に設定すべき値」（歯車の

仕様に応じて、具体的に歯切盤にセットする

加工機各部位の設定値）を決定するのは熟練

した技術者・作業者による「初期値の設定ノ

ウハウ」として伝承すべき技能として残る。 

 本研究を通じて段取作業の多くの部分は「作

業ノウハウ」として、ＮＣとＩＴの活用で暗黙

知を形式知として明確化することができた。こ

の結果、段取作業の一連の「作業」は標準化可

能なノウハウフリーとなった。これは再雇用・

非熟練作業者の職域を拡大する最初の試みと

して十分満足いく結果であった。一方で、ＮＣ

とＩＴの活用によっても必ず残る「コア・ノウ

ハウ」が存在し、それは企業の製品開発力、製

造力の源泉となる。本研究の場合、歯車の用途

に応じて求められる「歯当たり」が異なること

から、加工機に設定すべき値を決定するために

は熟練技術に基づく経験が必要となってくる。

技能伝承を網羅的に行うのは、教育訓練体系を

開発する立場からもまた受講する立場からも

負担が大きい。もっとも本質的な「コア・ノウ

ハウ」を抽出することによって伝承すべき技能

を絞り込み、作業ノウハウとは切り分けて考え

ることが効率的である。 

（4）作業負担調査 

イ．動作分析 

 支援機器の効果として、作業時間の減少が挙

げられる。作業時間の改善前後の比較を図表

2-10 に示した。製品Ｇ、製品Ｐの両方で作業

時間が 5～6 割減少した。両製品ともに、腕や

肩への負担が大きい工具を使用する作業が大

幅になくなり、作業負担が軽減されたことがわ

かる。また、検査確認回数も減ったことも作業

時間減少に繋がっており、支援機器の導入によ

り、手作業よりも目盛の確認が容易になり、精

度も上がったことから歯当たり形状の品質が

高まったことがいえる。 
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図表 2-10 現状調査時と効果測定時の作業時間の比較 
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 注目すべきは、作業者Ａは段取作業に約 10

年間のブランクがあったにもかかわらず、本調

査に際して簡単な教育訓練を行った結果、すぐ

さま現役作業者Ｂ、Ｃとそん色のない作業時間

で段取作業を行うことができたことである。本

改善により現役作業者の作業負担を軽減する

のみならず、中高年者の現場復帰を念頭に置い

た再雇用制度の実現を図れる職場として、段取

工程を再設計することができた。 

ロ．疲労調査 

 支援機器の効果として、疲労感の軽減が挙げ

られる。そこで、現状調査時に最も訴えが高か

った作業者Ａの現状調査時と効果測定時の自

覚症調査と身体疲労部位調査の比較を図表

2-11 に示した。作業者Ａは、支援機器導入前

は自覚症調査および身体疲労部位調査ともに

訴えが高かったものの、支援機器導入後は疲労

感の訴えが大幅に減少したことがわかる。作業

者Ｂは支援機器導入後が減少し、作業者Ｃは訴

えたレベルが低く、導入前後での比較をするま

では及ばなかった。 
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図表 2-11 現状調査時と効果測定時の自覚症調査と身体疲労部位調査の比較 

 

（5）ヒアリング調査 

 効果測定時に作業終了後、支援機器を導入し

て最も良かった点、ＮＣの導入、作業姿勢、作

業スペースについてヒアリングを行った。結果

を要約すると以下の通りであった。 

・支援機器導入について最も良かった点は、手

間が減ったところであり、姿勢も楽になった。

補助照明が明るくなり、これまで暗くても面

倒なので懐中電灯は使用しないときもあっ

た、夜勤のときなどは暗いと感じていた。こ

の照明なら使いたい。 

・このＮＣは 3 回の練習ですぐ理解できた。高

齢者でも手順さえ分かれば、使いこなせる。 

・作業姿勢については、しゃがんだりすること

がなくなった。力もあまり必要ないので、身

体的には楽になったと思う。作業スペースは、

後ろへ回り込んだりしないので、今のスペー

スでも問題ないと思う（狭くないと思う）。 

 以上から、支援機器の導入により作業姿勢が

改善され、作業時間は短縮したことから、みな

身体的負担が軽減されたと感じていた。ＮＣ化

になったことにより、機械の前後左右に移動し

ながらの段取作業がなくなり、ほとんどの作業

が正面にきたため、これまで狭いと感じていた

作業スペースも狭いと感じることがなくなっ

たようである。また、機器に間接照明を付けた

ことにより、目盛がより見やすくなり、視機能

が低下する中高年作業者でも容易に作業がで

きるようになった。ヒアリングの結果から、支

援機器がより効果的であったことが明らかに

なった。 

（6）意識調査 

 当共同研究は、2 年間おこなっており、1 年

目は組立工程、2 年目では歯車工程であった。

そこで、共同研究を通して、従業員の意識がど

のように変化したかを確認するため、実際に支

援機器を導入した職場で働く作業員数名に、体

調の変化、改善意識、満足度、共同研究の成果

などについて質問紙調査を行った。調査対象者

は、組立工程が 3 名、歯車工程が 5 名の計 8
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名であり、18～24 歳が 1 名、25～34 歳が 2 名、

35～44 歳が 3 名、45～54 歳以上が 2 名であっ

た。対象者全員が、支援機器導入後に自身の体

調に変化があったと答えており、「疲れにくく

なり、ストレスを感じなくなった」、「身体的負

担と精神的負担がなくなった」、「体の痛みや疲

労感が以前よりも確実になくなった」「作業が

楽になった。製品移動が楽になった」などの意

見が挙がった。 

 2 年間の共同研究を通じて、改善活動がどの

ようなことに効果があったと考えられるか聞

いたところ、最も効果があったと考えられた事

柄は「身体的負担の軽減」であり、次いで「作

業効率」、「疲れにくくなった」、「やる気がアッ

プ」、「改善意識の向上」であった。特に、若い

作業者は「スキルアップへの意識」を回答する

者が多く、中高年作業者は「定年後の働き方の

意識」や「定年後も働きたい」などを回答して

いた。これは、共同研究を通じて、技能伝承の

関心が高まり、中高年作業者は自身の今後のビ

ジョンをもつようになったと考えられる。 

 また、この共同研究による改善活動が仕事へ

のやる気や職務に対する満足度の向上につな

がるか、作業負担を減らし作業がしやすい環境

になれば定年が延長しても継続して働きたい

か、の 2 点について聞いた結果を図表 2-12 に

示した。やる気や職場満足の向上は、意識の変

化からもわかるように、すべての作業者が向上

に繋がると感じていた。また、定年後も働きた

いと回答している者は中高年作業者が多く、自

分にあった作業スタイルを模索しているよう

である。本来、高年作業者の働きやすい環境つ

くりをするための改善活動であったが、結果と

して、高年作業者だけでなく、若中年作業者の

意識改革にも効果的であったことがわかった。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職務満足が向上するか

定年後も働きたいか

大いにあてはまる ややあてはまる 変わらない
 

 

図表 2-12 職場満足と定年後について 
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Ⅲ．人事・教育訓練制度に関する研究の内容と結果 

 

１．研究の概要および調査の進め方 
 平成 17 年度共同研究では、再雇用制度、社

内教育制度（「フレッシュスタート 55」）及び

健康支援制度を確立し、中高年者が持つ熟練技

能を、雇用延長に役立てるために技能データー

ベース「技能の泉」を開発した。本年度は、そ

れをさらに推し進めるため以下の研究課題を

取り組んだ。 

○ 生産調整に対応した雇用形態多様化（ワー

クシェアリング含む）の研究 

○ 人事・賃金制度の見直しに対応し、高齢者

の活用を意識した教育訓練制度の整備 

○ 技能継承に対応した社内検定制度の研究 

○ 技能継承に対応したマイスター制度の研究 

○ 人事・賃金制度、教育訓練制度においての

満足度調査のための従業員意識調査の実施 

 

２．生産調整に対応した雇用形態多様化（ワー

クシェアリング含む）の研究 
 平成 18 年 4 月に新たな再雇用制度を導入し

たことにより、今後、当社では高齢者が短時間

勤務などの勤務を希望する者が多くなると予

想される。そのような状況の中で、正規従業員

と短時間で働く高齢者との仕事の組み合わせ

や短時間で働く高齢者同士によるペアシステ

ムを研究した。今後は高齢者の出来る仕事、女

性や若い従業員ができる仕事を組み合わせる

ことにより、日々の生産調整に対応し、エイジ

フリーに向けた新たな職務再設計や職域拡大

を目指すことが可能になった。 

 また、ワークシェアリングの研究で得られた

データについては、「再教育プログラム」と前

年度の共同研究で開発した「技能の泉」の研究

にも活用することができた。 

（1）現状調査 

 外部専門家よりワークシェアリング調査基本

シートの提供を受け、当社用に作り変えた（図

表3-1）。そして、アンケート調査を職場の管理

者に対して行った。 
 

 

 

担当部署 氏名 人事課

間隔 時間／日 重量 負荷

１回/日
２回/日

不規則/日
（　　　）日/週
（　　　）日/月
季節による

１h　　２ｈ

４ｈ　　６ｈ

８h　不定

平成　　　年　　　月　　　日

作業内容（具体的に） 雇用条件 経験
作業時間

No.

ワークシェアリングに関するアンケートのお願い

作業負荷

 眼

 腕
 腰

 下肢

 注意力

このアンケートは、あなたの職場に再雇用や高齢者(５５歳以上）雇用した人が配属された場合に、
対応できる作業がありますか？という質問に答える気持ちで回答してください｡
　　　回答　（　作業がある　・　作業はない　）　←　○印をつけてください｡
　　　【　「作業がある」と答えられた方は、下記項目にお答えください　】
　　　【　「作業はない」と答えられた方は、最終設問にお答えください　】

1

必要な事柄のみ記入

 知識＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 技能＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 資格＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 その他＿＿＿＿＿＿＿＿

軽作業

中作業

重作業

未経験でも可
①1日②3日③1週間

　の指導で作業可

経験を要す
①１年②３年③５年

　　　　　　以上

2

必要な事柄のみ記入

 知識＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 技能＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 資格＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 その他＿＿＿＿＿＿＿＿

未経験でも可
①1日②3日③1週間

　の指導で作業可

経験を要す
①１年②３年③５年

　　　　　　以上

１回/日
２回/日

不規則/日
（　　　）日/週
（　　　）日/月
季節による

１h　　２ｈ

４ｈ　　６ｈ

８h　不定

軽作業

中作業

重作業

 眼

 腕
 腰

 下肢

 注意力

3

必要な事柄のみ記入

 知識＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 技能＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 資格＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 その他＿＿＿＿＿＿＿＿

未経験でも可
①1日②3日③1週間

　の指導で作業可

経験を要す
①１年②３年③５年

　　　　　　以上

１回/日
２回/日

不規則/日
（　　　）日/週
（　　　）日/月
季節による

１h　　２ｈ

４ｈ　　６ｈ

８h　不定

軽作業

中作業

重作業

 眼

 腕
 腰

 下肢

 注意力
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「作業はない」と答えられた方に質問します｡

アンケートにお答えしていただきありがとうございます｡
この内容につきましては、集計に使わせていただきますが、記名部分については、一切公表いたしません｡

（記名していただいたのは、内容を具体的に確認したいときのためです｡）

下記設問に答えてください｡（　可能/不可能　ともに例をあげてください　）

その他、再雇用者や高齢者雇用者を必要としない訳は有りますか？

専門性の高いスタッフなら、どうですか？（　可能/不可能　）
例をあげてください｡

高齢者を受け入れたくない｡（元上司はいや、元上位者はいや、職場がまとまらない、教えるのが大変）
何か理由はありますか？

時間を分割・分担したら可能ですか？（　可能/不可能　）
例をあげてください｡

作業を分割・分担したら可能ですか？（　可能/不可能　）
例をあげてください｡

 

図表 3-1 ワークシェアリングアンケート用紙 

 
（2）分析 

 ワークシェアリングのアンケートの結果、一

般間接系 2 職場、製造間接系 9 職場､一般直接

系15職場から､合計120の回答を得ることがで

きた。 

 
 

分析内容 結果 

作 業 の 負 荷

と、作業経験

の関係 

・全体的には、83/115＝約 72％が未経験者でよいとしている｡ 

・人手不足が見られるが、高齢による効率ダウンをどう考えるか答えが必要である｡ 

②作業の負荷

と、作業分類

の関係 

・全体的には、71/115＝約 60％が生産作業であり、毎日 6時間以上の雇用を要求

している｡ 

・事務系の補助作業では、ＯＡ作業が多い｡ 

③作業の負荷

と、必要知識

の関係 

 

・全体的には、70/115＝約 60％が知識の必要を感じていない｡しかし、配属先の

作業内容や、図面・機械の知識を必要としている｡ 

生産：作業内容や、使用設備、製品等の知識が必要｡図面・治工具についても知

識・技能を要求する｡ 

生産補助：生産作業以外に、測定に関する知識や、設備についての知識などが要

求される｡ 

組立：一般機械の知識は、主に組み込まれる部品の情報や、図面上の記載などが

読めること｡ 

事務補助：図面が読めて､補助する事務内容の理解が要求されている｡ 

インプット：図面が読めて、必要な治工具が解かり、原単位の構造を理解してい

ること｡ 

設計補助：図面・機械・製品・部品・ＩＳＯなど、広い知識が必要となる｡ 

運搬：部品の分類や、その使用機種などが知識としてあれば、搬入先などが解かる。

検査：図面が読めること。 
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④作業の負荷

と、必要技能

の関係 

 

・全体的には、61/115＝約 53％が技能の必要を感じていないが、経験者を希望す

る傾向も見られる｡測定・ＯＡ・製図の技能などが要求される｡ 

測定技能：生産・生産補助などがこの技能を要求し､ある程度確かな測定技能を

希望している｡ 

ＯＡ技能：ＣＡＤ作業や、エクセルなどのソフトウェアを使用する技能や、端末

操作での原単位知識など、中位の技能が必要である 

製図技能：作図作業は、ＣＡＤ操作となり、かなり上位の技能を要求している｡

また、図面読解力により、担当作業が決まる｡ 

作業経験：上記以外に､その作業の経験者を望む傾向があり、段取りや修理等の

専門技能がある｡ 

⑤作業の負荷

と、必要資格

の関係 

 

・全体的には、106/115＝約 92％が資格の必要を感じていないが、生産・生産補

助は、フォークリフト・クレーン・玉掛けを希望している｡ 

 フォークリフト：6作業   クレーン：3作業 

 玉掛け：1作業       溶接：1作業 

 運転免許：1作業      機械検査 2級：1作業 

 高所作業：1作業 

図表 3-2 ワークシェアリング分析結果一覧 

 

（3）効果 

 当社では、このワークシェアリングの研究を

行ったことにより、再雇用向きの作業や人が足

りない作業を洗い出すことができ、「再教育プ

ログラム」の研究にも活用することができた。

このワークシェアリングの研究により、各職場

の対象作業や、その作業者に要求するレベルな

どがはっきりした。このことは、「再雇用者の

受け皿がどんなものであるか」という研究であ

り、教育履歴管理や技能履歴管理（「技能の泉」）、

資格取得管理から取り出せる個人の能力をマ

ッチングさせることが出来る様になった。 

 

３．高齢者活用のための教育訓練制度 

（1）現状調査 
 平成 17 年度に作成した「技能の泉」（高齢者

のスキルをデーターベース化）については昨年

の共同研究の目玉であった。現在では、「技能

の泉」は人事情報とも情報を共有しあって、技

能履歴の調査・分析も進んでいる。今年度の研

究では、この情報を活かし高齢者の再教育（職

種転換を含む）訓練制度（プログラム）を作成

した。 

 一つの事例として、平成 19 年に定年を迎え

る予定の社員が、この再教育プログラムを活用

して前年の共同研究で作り上げた技能履歴管

理（「技能の泉」）や、これまで管理してきた教

育履歴管理・資格取得管理から取り出せる「個

人の能力」を、職場の要求する能力とマッチン

グさせることが出来、当社の再雇用の事例とし

ては珍しい「職種転換」での再雇用が決定して

いる。さらに、再雇用者によっては、不足する

能力の再教育も可能となり、教育内容によって

は「ものづくり道場」や「組立道場」での訓練

も展開しやすくなった。 

（2）改善案の策定 再教育プログラムの策定 

 再教育プラグラムを図表 3-3、3-4、3-5 の通

り作成した。 
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再教育プログラム ◎：必要性が高い　　○：必要　　△：有ったほうが良い

生
産

生
産
補
助

イ
ン
プ

ッ
ト

設
計
補
助

事
務
補
助

運
搬

検
査

組
立

保
全
補
助

清
掃

教育概要

減速機製品 △ ○ △ ◎ ◎ △ ○ △ ○

減速機事業部は、製品の機種とその特徴・構造、特Ｂ
仕様の種類等が言える｡
減速機の内装部品の名前・特徴・機能などが説明で
きる｡（最低ライン）
歯車事業部は、主要な製品の機種とその特徴・構造
が言える｡
使われている歯車の説明が出来、内装部品の品名が
わかる｡（最低ライン）

歯車部品 △ ○ △ ◎ ◎ △ ○ △ ○
歯車事業部は、歯車部品を見て、種類・特徴、素材と
熱処理の関連、加工工程が言える｡
減速機事業部は、歯車の種類・特徴が説明できる｡

図面読解 ◎ ◎ ◎ ◎ △ ○ ◎ ○
技能検定２級合格レベルの図面が描け、ケースの図
面から、寸法検査で重要となる点が指摘できる

対象設備 ◎ ○
作業の対象となる設備の、主な動きが解かり、チャッ
ク・ツール・治具について説明できる｡

主要設備 △ ○ ○
事業部で主要な設備について、その特徴・加工内容・
治具・刃具類の説明ができる｡

安全作業 ◎ ○ ◎ ○
機械操作する上での安全教育や、製品取扱いの注意
事項などが説明できること｡

測定 ◎ ◎ ◎ ◎ ○
従事する内容にあわせた測定具が使え､測定値の信
頼性が高いこと｡

パソコン △ ◎ ◎ ◎ ○ ○
エクセルで、関数を利用した表が作れる｡
パワーＰで、写真や図面を使った資料が作れる｡

端末 △ ◎ ◎ ◎ △ ○ △ ○
職場で必要な端末画面を使い、データ入力でき、ミス
が少ないこと｡

ＣＡＤ ○ ◎
オートＣＡＤ・ＮＣＡＤを使いトレースができ、図面の保
管、編集などが使える｡

クレーン ○ △ ○ 荷重5t以上の床上操作式クレーン

玉掛け ○ △ ○ 玉掛作業者

フォークリフト ◎ ◎ ◎ ◎ フォークリフト運転者

従事する作業

知
識
教
育

技
能
教
育

資
格
取
得

教育項目

 

 

（3）効果 再教育プログラムの事例 

（ニッセイ太郎氏の場合） 

 平成 19 年 8 月に再雇用を希望し、かつ、職

場変更の予定者（ニッセイ太郎：仮名）が発生

し、「再教育プログラム」を実際に活用するこ

とが予定されている。 

ニッセイ太郎氏（仮名）の事例を紹介する 
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再雇用事例　　ニッセイ太郎氏の場合

生年月日 1947年8月ｘｘ日
定年予定 2007年8月末日

定年・１年前～２ヶ月前

(毎月月初に、所属長経由で)

No (所属長へは希望しない旨の結果を報告)

Yes

No

Ye

説明会開催通知

合同説明会の実（中）

・ 再雇用について
・ 再就職について
・ 人意思確認票の配布

（２週間以内に提出）

再雇用決定

６ヵ月前迄に人事課にて

・基準に達しているか確認
・再雇用職場の調整

（事前訓練の必要性）
・処遇の決定

（格付・勤務形態）

・再雇用条件通知書作成

①職場内での調整

１ヶ月以内

②他職場での調整

本人他社への

就職希望

６ヶ月前

人斡旋希望

条件提示

人承諾

事前訓練必要

Yes

再就職支援内容説明

職務洗い出し

斡旋機関への登録

職業訓練実

(必要期間)

再雇用契約書の作成

Yes

No
適性有

Yes

Yes

各種解約手続き

2 ヶ月前

No

Yes

No

No

本人再雇用希望

No

Yes

(人に通知 )

再雇用希望確認書にて
再雇用の希望有り

　①の調整つかず
　②の本人了解を得る

　本人の教育履歴（フォークリフト免許）と
　他職場からの希望がマッチング
　「希望職場の内容」参照

作業内容について説明し
本人の了解を得る｡

再雇用決定

ペーパドライバのための
実技訓練の受講を手配

 

図表 3-6 ニッセイ太郎 再雇用事例 

 

４．技能継承に対応した社内検定制度の研究 

 当社では、国家検定である技能士の資格取得

を奨励しており、これまでに二級、一級、特級

などの技能士の資格を多くの従業員が取得し

ている。これらの国家検定資格の取得をスキル

評価の一つとして採用しているが、当社の場合、

この国家試験の資格取得が、技能継承に関して

は、必ずしも結びついてるとは言えないのが実

状である。また、資格獲得者の技能が生産活動

に活かしきれていないという問題もある。当社

では「ニッセイ塾」と呼ばれる現場教育の仕組

みがあるが、指導者不足が深刻な問題になって

きている。 

 これらの現状の問題を把握し、技能修得の評
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価基準と、技能継承の指導者の選定基準に活か

していくために、社内検定制度の導入について

研究した。本年度の研究では、当社の実状と国

家試験の試験内容とのギャップの確認と、資格

取得のやり方（技能向上の方法）に対しての方

向性を確認することができた。また､社内検定

で実施すべき科目の選定と内容、高齢者など熟

練した指導者も含めて、その指導・育成に従事

させるにはどんな問題を解決しなければなら

ないかも把握できた。 

（1）現状調査 

 まず、現状調査では、すでに取得した国家検

定の一覧を作成することとし、資格取得者に、

資格と仕事について直接聴取し、国家検定と生

産現場の繋がりを把握し、当社において、技能

の継承における社内検定の科目の現状の問題点

把握と改善案策定の糸口を模索した。 

イ．国家検定の現状調査 

①｢資格管理プログラム｣より､過去 22 年間の

国家検定の科目別の資格取得者数を調べた。 

②国家検定取得者の中から､取得後 5 年以上経

過したものを対象に、日常の業務に対する評

価と､問題点を聴取した。 

ロ．国家検定の現状調査結果 

 現状調査の結果､25科目のうち下記の結果が

得られた。 

・当社にとって有効な科目が 15 科目 

・どちらかと言うと有効な科目(学科のみ有効

な科目含む)が 4科目 

・今後検討する必要がある科目が 6科目 

 

（2）改善案の策定 

イ．改善案 

 改善案は、以下の考え方に則り、考察する。 

・国家検定についてのアンケートまとめ（図表 3－26）より、国家検定は、有効なものを残し、他は

社内検定で考える｡ 

・社内検定は、国家検定にない作業も含め、従業員に公平なチャンスを与える｡ 

・社内検定の学科は､その勉強を通して、社内の重要技能の継承に役立てる｡ 

・社内検定の実技は、実作業に応用しやすい課題とする｡ 

・指導は、その技能に卓越した指導者が行い､カン・コツ部分も含め指導する｡ 

問題点 

 

1：課題を練習しても、業務で活用出来ないものがある｡ 

2：社内の設備はＮＣ化が進展しているが、国家検定の科目にないものがある｡ 

3：社内の作業に対し、国家検定があるものとないものがある｡ 

4：社内の間接系の業務に対し、国家検定がほとんどない｡ 

5：練習に対し、その職場に指導する者がいないものがある｡ 

6：指導内容が、合格のテクニックに走る傾向がある｡ 

対策案 

 

問題 1：に対し「国家検定についてのアンケートまとめ（図表 3－26）」で、有効であった

ものは、国家検定を適応する｡学科のみ有効であったものは、学科のみ国家検定を

実施し、実技は社内検定とする｡無効であったものは、学科・実技とも社内検定と

する｡社内検定の実技の課題は、ニッセイとして加工技能を継承したい内容とす

る｡ 

問題 2：に対しＮＣ化が進んでいるもの（平歯切り等）は、社内検定とする｡ 

問題 3：に対し国家検定がない、またはニッセイに適した内容の国家検定がないもの（組

立・内研・小型の歯切り盤・ロボット）は、社内検定を作る｡ 

問題 4：に対し間接系の国家検定は、作図関連・検査・保全以外はない｡ 

間接系に対する国家検定に類する物を明記し、推進する｡（簿記・ＶＥＬ・英会話

等）実施していない国家検定で､有効と思われるものは、国家検定の適応を検討す
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る｡（パソコン検定） 

問題 5：に対し指導者を、科目ごとに決め、職場をまたいで指導を行なう｡ 

（役職定年者･再雇用者のマイスターとマイスター候補者） 

問題 6：に対し指導は､学科では、切削理論・歯車理論・モーター理論などの基本を入れ実

技指導では、異種材の加工も含めるようにしたい｡ 

実施上 

の問題 

1：社内検定の課題作成に、熟練した人財と、多大な時間が必要である 

2：継続的に運用するための人財(事務局)と設備の確保が必要である。 

3：科目により、指導要領の策定と、指導者の養成が必要となる｡ 

図表 3－7 社内検定についての改善案 

 

（3）効果 

 これまで、国家検定を疑いもなく採用してき

たが、現状調査では、最近の設備の発展につい

てきていない内容が多数見られた。また、学科

試験は、過去には通信教育やスクーリングなど

により理解を深めることができたが、最近では、

試験前の講習会のみとなり、もっぱら資格取得

に走っているように見える。当社として社内検

定を設け、学科・実技とも当社が必要とする技

術・技能を課題にし、その腕前を評価できれば、

当社が目的とする技能の継承についても効果

が得られ、技能習得評価における客観的な評価

も可能となる。 

 社内検定制度の導入については、この制度が

定着すれば、指導者および制度運営に高齢者の

今まで培ってきた技能・経験が十分生かされる

ことが予想される。これは、65 歳を越えた再

雇用者の再延長も可能となるものと考える。 

 

５．技能継承に対応したマイスター制度 

 当社では､経営方針の一つとして｢強いマイ

ンドを持った、真のプロフェッショナルの育

成｣というテーマがあり、製造系の技能・技術

の継承の仕組み作りが､早急の課題となってい

る。また当社では「ニッセイ塾」と呼ばれる現

場教育の仕組みがあるが、技能の継承のための

指導者不足が深刻な問題の一つにあげられて

いる。 

 技能継承の方法として、「マイスター制度」

の研究を行った。これは、高齢者などの熟練し

た技能者の技能・経験を評価するための仕組み

であり、その技能を伝承するための能力評価で

あり、次の世代の成長を確認評価するための

「ものさし」である。｢マイスター制度｣の研究

では、当社で継承すべき技能の明確化・スキル

レベル基準表の改定・技能マップの作成など多

くの改善ができ、マイスター候補者(仮称)の選

定ができた。 

 

基本レベル
１～４

応用レベル
１～２

応用レベル
３～４

マイスター

一般従業員

熟練作業者

 

図表 3－8 マイスター制度の全容 
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（1）現状調査 

 下記の手順で現状調査を行った 

イ 直接系課長への人財育成に関するアンケートを行う 

ロ 直接系課長への聞き取り調査 ※聞き取り調査 

⇒製造課長を初期の段階から巻き込んで(生データと改善案)実施してきた 

ハ 技能継承に関する他社の調査 

「技能継承に対する取組企業（21 社）」に対し、事例調査し、当社における採用を検討し

た。 

ニ 継承すべき技能の調査 

 当社で継承すべき技能にはどんな技能があるかを、他社の事例を参考にして、技能を 4

段階(8 項目)に分けて調査した 

図表 3－9 現状調査手順 

 

（2）改善案の策定 

 現状調査により、マイスター制度導入に際し、

「何を」「どの程度に」育成するかを明確にす

る必要があることが判明した｡「何を」に対し

ては、継承すべき技能が列挙されたが、「どの

程度に」に対し、高度な技能の評価を含めて明

確にする必要が残されている｡ 

イ．マイスター制度導入のためのスキルレベル

の基準策定 
 従来から運用している人事面でのスキル評

価基準は、4段階評価で、主に日常業務を遂行

する評価に使われており、より高度な技能に対

しては、すべて、レベル 4の〝指導できる〟で

評価されていた。 

 マイスター制度を導入するためのスキルレ

ベルの基準としては、さらにレベルの高い部分

を明確にすることが要求されるので、今回新た

に 8 段階に変更した従来のスキル評価基準を、

一部修正して基本レベルとしたより高度な技

能レベルに対しては、応用レベルを追加して新

スキル表を作成した。 

ロ．新スキル表での技能の棚卸し 

技能の棚卸しを行なう前に、評価基準のレベ

ルを合わせるため評価のサンプルを提示し、課

長ごとに評価のレベル合わせを行い棚卸しを

実施した｡ 

 

116



                                                   株式会社ニッセイ 

 119

基本スキル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応用スキル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3－10 棚卸し依頼サンプル 

 

 

 

スキルの棚卸し（応用スキル）

１２７８

３８３１

４５６７

Ａ

Ｂ

ＮＯ
コード
氏名 ＃１０２ ＃１０６

＃１０６

ＮＣ

１

２

３

４

Ｃ

５００９

Ｄ

必要人員

クリア人員

１ １ １

０ ０ ０

異動予定

Ｈ１９
定年退職

リーダー
候補

人 財マップ（応用スキル）

知識、指導 、トラブル 対応
マインド面は今回は外す（技術・技能のみ）

レベル①：
　　新規試作品の設定・段取り・評価
　　ができる（８０％）
レベル②：
　　ほとんどのトラブル（品質・設備）
　　に対応できる（８０％）
レベル③：
　　原理原則を踏まえた指導ができる
　　　　　（資料を参考にして）
ベルル④：
　　勉強会の講師（資料作り）が出来る

原理原則がわかっている
機能がわかる
関連知識がある
経験が豊富
正常異常の判断力

応 用スキルの棚 卸し

応用スキル用

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

４３

１ ２

４３

１ ２

４３

◎▲課　　段取り習得レベル表

歯切工程　　　　　　設備名称および作業内容

１ ２

４３

１ ２

４３

１ ２

４３

１ ２

４３

レベル①：　　　　　　　　　レベル②：
レベル③：　　　　　　　　　レベル④：

※ 　課長 、ス タッフ、リーダーは自 分の範囲 内すべて を評価 して下 さい

レベル３

スキルの棚卸し（基本スキル）

１２７８

３８３１

４５６７

Ａ

Ｂ

ＮＯ
コード
氏名 ＃１０２ ＃１０６

＃１０６

ＮＣ

１

２

３

４

Ｃ

５００９

Ｄ

必要人員

クリア人員

２ ４ ４

２ ２ ３

異動予定

定年退職

次期　　
リーダー

人 財マップ（基本スキル）

技 能（腕）と経 験を重視
現データは見直してください（生で）

レベル①：
　　刃具交換・寸法調整がまかせれる
レベル②：
　　リピート段取りが ある程度できる
レベル③：
　　リピート段取りが確実 にできる
　　新規試作品の段取りができる
レベル④：
　　リピート品のトラブル（品質・設備）
　　の立上げをまかせられる（８０％）
　　
必要人員とクリア人員は、リピート品
を安心してまかせておける人数です

基 本スキルの棚 卸し

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

３ ４

１ ２

４３

１ ２

４３

１ ２

４３

◎▲課　　段取り習得レベル表

歯切工程　　　　　　設備名称および作業内容

１ ２

４３

１ ２

４３

１ ２

４３

１ ２

４３

基本スキル用

レベル①：　　　　　　　　　レベル②：
レベル③：　　　　　　　　　レベル④：

※ 　リーダー は自分の 範囲内すべて を評価 して下 さい

117



株式会社ニッセイ                                                    

 120

ハ．マイスター候補者(仮称)の選定 

◇マイスター候補者(第1次) 

資格 応用レベル③以上の技能者であること 

審査 認定委員会（当該課長と部長および第 3者(能力開発センター)）にて審査する 

処遇 人事部門で検討 

所属 現配属先、能力開発センターに登録 

センターの要請で全社の講師を務める、教育時はセンターに出向 

運用 

講師教育 方針の統一・ＴＷＩ〝仕事の教え方〟の復習・OJT 等 

教育プログラムの検討 

（技能未熟者の底上げとプロの育成の両面に対応） 

図表3－11 マイスター候補者（案） 

 

ニ．マイスター制度の作成と運用 

①マイスター制度導入の案を下記に示す 

事務局 能力開発センター 

実施手順 

 

ステップ 1：人財確保 

1－1 現行の基本スキル 1～4に対し、応用スキル 1～4を定義する｡ 

1－2 応用スキル 3以上を「マイスター候補」と称し、その認定を行なう委員会を作る｡

1－3 応用スキル 3、または 4の技能を有する人財を選び出し、委員会にて認定する｡ 

1－4 認定後、「教え方」の修得のため､「ＴＷＩ―仕事の教え方」の資格の取得を義務

付ける｡ 

1－5 認定された人は、人材育成の講師を担当し、基本スキル 4の人を応用スキル 1～2

への引上げることを行なう｡ 

1－6 また、基本スキル内でのレベル向上に当り、講師を担当することも業務の範囲と

する｡ 

ステップ 2：指導内容を作成する 

2－1 技能継承のための「道場」あるいは、「学校」を社内に作り、カリキュラム実施

に必要な設備を準備する｡ 

2－2 講師は、カリキュラム作成と、教育の実施を行い、効果を確認しながら、カリキ

ュラムの見直しを図る｡（期間の設定も含む） 

2－3 社内検定制度導入(立ち上げから運用まで)に協力する。 

ステップ 3：教習効果を確認する 

3－1 社内検定により、修得した技能の評価を行い、「道場・学校」での教習を終了する｡

3－2 科目ごとに社内検定を考察するが、カリキュラムに沿った内容である必要があ

り、課題の選定と、評価基準を決める必要がある｡ 

図表 3－12 マイスター制度の導入手順（案） 
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（3）効果 

 応用レベルの評価基準のベースが出来たこ

と、技能継承すべき技能が見えてきたこと、い

ずれも試行段階であるが、その推進する道筋が

出来たことは、これからの技能の継承について

の育成面と、高齢者雇用において前進したと考

える。 

 

６．人事・賃金制度、教育訓練制度において

の満足度調査のための従業員意識調査の

実施 
 2 ヵ年の研究の総括として、従業員意識調査

（モラルサーベイ）を平成 17 年度及び本年度

研究対象となる人事・賃金制度、教育訓練制度

の満足度調査を実施した。これまで行ってきた

効果を従業員の立場から評価し、共同研究によ

って実施したソフト面における有効性を評価

する。これらの調査を踏まえ、2ヵ年の共同研

究から得られた成果をもとに 65 歳を目標とし

た雇用延長に続き、従業員の就労意識や満足度

の高いエイジフリー企業となるための課題を

探求した。 

（1）現状調査 

 再雇用者へアンケート調査を行うことにした。 

（2）分析 

 再雇用者へのアンケートにより、再雇用が退

職者にとってどんな関係を持っているかが明

らかになった。アンケートを通じ、再雇用は、

経済的な要因ばかりでなく、健康維持であった

り、生き生き生活であったりと、人により違い

はあるが、長年勤めた会社には、友人や仲間が

おり、再雇用でその関係が途絶えることなく続

けられることが大きなメリットのように感じ

られた。「再雇用して良かったか？」の回答と

して、全員が「良かった」と回答している。こ

れは、次の「効果」においても、毎年再雇用者

が増加し、再雇用希望者のほとんどが再雇用さ

れている実態がわかる。 

 今後の課題としては、再雇用者の能力を充分

発揮できる環境を整備することと考える。企業

としても、そのメリットを大きく享受できる様

になり、技能が切れ目無く継承されるようにな

ることが重要と考える。 

（3）効果 

 今回の共同研究の成果を踏まえ、2006 年 4

月より改定実施した「再雇用制度」に基づき、

再雇用率が格段に増加しているのが読み取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3－13 再雇用の状況と推移 

再雇用の状況

２００２年度 ２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ２００７年度 ２００８年度
再雇用ナシ 22名 14名 16名 12名 6名 14名 49名

再雇用出来ず 1名 1名
再雇用者 1名 5名 10名 7名 10名 19名
定年合計 23名 19名 26名 19名 17名 34名 49名

再雇用の推移
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119



株式会社ニッセイ                                                    

 122

Ⅳ． 総 括 

 

１．ハード研究面の総括 

（1）歯車加工機の段取作業の負担軽減 

 「歯切り加工」工程の段取作業では、歯車加

工機（＃102 歯切盤）の調節の際に作業姿勢が

悪く、不良姿勢のまま固定用ボルトを回すこと

が頻繁におこなわれていた。筋負担調査でも身

体的負担が高い作業であった。照明が不十分な

環境下で、視機能の低下がみられる中高年作業

者にとっては、調節作業は目が疲れたり、モノ

が見えにくくなるなどの視覚疲労を引き起こ

していた。特に、焦点距離の調節力の低下が顕

著であった。 

 以上の現状調査結果をもとにして、これらの

問題解決のために段取作業の一部をＮＣ化し、

見にくい位置にあった目盛をデジタル化した

支援機器を導入し、ボルトの締め箇所を減らす

こと、不良姿勢をなくすこと、目盛を見やすく

するなどの改善を行った。 

 効果測定で実施した筋負担調査の結果から、

導入した支援機器では段取作業時に手動でボ

ルトを締める行為を極力排除したことから、段

取作業はそれほど力を必要としない作業へと

移行することができた。このため、高年作業者

でも容易に段取作業を行えるようになった。ヒ

アリング・質問紙調査の結果から、作業者自身

の自覚症にも効果があり、疲れにくくなったと

の意見もあった。また、目盛をデジタル化した

ことにより視認性が高くなり、目が疲れたり、

モノが見えなくなるなどの訴えはなくなり、視

覚疲労が軽減された。 

（2）歯車加工機による製造作業の負担軽減と

ノウハウフリー化 

 現状調査結果から、改善案の策定では目視確

認がしやすこと、歯当たりの品質を向上させ、

調整回数を削減することを目標にした。同時に

「歯当たり出し」のノウハウ部分にもメスを入

れ、ＩＴやＮＣ化に置き換えられる作業は積極

的に代替手段をとり、作業の標準化に合わせて

ノウハウフリー化を目標とした。 

 改善実施後の効果測定では、数値データとし

て取り扱える作業ノウハウの部分は、一部ＩＴ

やＮＣの力を借りることによって、目視確認が

しやすくなり、「歯当たり出し」の精度向上と

同時に調整時間の短縮を可能にした。これらの

「歯当たり出し」は、作業者の違いによる、個

人差・技能レベル差に全く依存しない作業とな

り、所定の作業標準に基づいた作業さえきちん

と行えば、誰が調整したとしてもわずか一度の

調整作業で要求水準を満足するレベルの「歯当

たり出し」を達成することが可能となった。 

 本研究による改善活動によって、歯車の品質

を決定づけ、なおかつ高度な熟練技能に基づく

「歯当たり出し」において、一部ＮＣやＩＴの

力を借りることによってノウハウに依存する

調整作業を標準化されたノウハウフリー作業

へと移行することに成功した。 

 しかしながら、「ＮＣに設定すべき値の決め

方」というさらに深い技能が背景にあり、技能

伝承の必要性がなくなったわけではない。この

種のコアノウハウは、ＩＴ技術の進歩によって

コンピュータ置き換えられる作業ノウハウと

は区別されること、さらに技術者・熟練作業者

の力を結集して、後世の作業者に伝承していく

べき当社技術の源泉であることを確認した。高

年作業者に配慮した支援機器を導入したこと

により、当該作業において、定年後の継続雇用

や社内の職系転換による再雇用、中高年の新規

雇用などの職域開発につながる成果であった。 

 

２．ソフト研究面の総括 

 共同研究 2年目として、今回特に成果が認め

られたのが、生産調整に対応した雇用形態多様

化（ワークシェアリング含む）の研究と高齢者

の活用を意識した教育訓練制度の整備であっ

た。ワークシェアリングにおいては、平成 17

年度に行った他社の共同研究の成果を参考に

することにし、当社のニーズに合ったワークシ

ェアリングの調査分析を確立し、実施すること

ができた。そして一定の成果（再教育プログラ

ム・社内検定制度・マイスター制度）の構築の
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重要な情報が得ることが出来た。 

 今後の共同研究において、人手不足の背景の

中でワークシェアリング（就業形態の多様化）

は欠かせない項目の一つになると思われる。そ

のため、当研究を通じてワークシェアリングの

方法を全国の企業に広く情報発信していくよ

い機会と考える。 

 次に、人事・賃金制度の見直しに対応し、高

齢者の活用を意識した教育訓練制度の整備で

あるが、昨年の研究テーマである「技能の泉」

データーベースシステムを最大限に活用し、高

齢者の活用を意識した「教育訓練制度」（再教

育プログラム）を整備することが出来、定年退

職者が「再教育プログラム」を活用し新たな職

場に就くことができた。 

 最後に、外部研究者の立場で提案したいこと

は、今後のソフト面の共同研究においては、研

究終了後のフォローアップがあると更に効果

的であると考える。 

 

３．２年間の研究における総括（意識調査） 

 平成17年度および18年度の2ヵ年にわたる

共同研究を通して、改善策導入により従業員の

意識がどのように変化したかを確認するため、

実際に支援機器を導入した職場で働く従業員

に、体調の変化、改善意識、満足度、共同研究

の成果などについて質問紙調査をおこなった。 

 支援機器導入後、疲れにくくなりストレスを

感じなくなったり、体の痛みや疲労感が以前よ

りも確実に減少した、などの、身体的・精神的

負担が軽減されたことを実感する作業者がほ

とんどであった。改善活動により健康になった

だけでなく、職務満足度の向上、やる気アップ、

改善意識が高まったなど、作業者の意識の変化

がもたらされた。また、2年間の共同研究を通

じて、改善活動がどのようなことに効果があっ

たと考えられるかを尋ねたところ、「身体的負

担の軽減」、「作業効率がアップ」、「疲れにくく

なった」、「やる気がアップ」、「改善意識の向上」

などが挙げられた。年代別にみると、若年作業

者はスキルアップへの意識が高まり、中高年作

業者は定年後も働きたいと回答しており、技能

伝承の関心が高まり、共同研究を通して、中高

年作業者は自身の今後のビジョンを持つよう

になったと考えられる。 

 本来、中高年作業者の働きやすい環境づくり

を推進するための改善活動であったが、結果と

して、作業者の仕事へのやる気や職務に対する

満足度の向上につながり、中高年作業者だけで

なく、若中年作業者の意識改革にも効果的であ

った。 
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